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(57)【要約】
【課題】超低反射性の反射防止フィルムであって、視認
性を低下させる反射光を低減させるのみならず、同時に
、表示機器におけるニジムラやニュートンリングの発生
を低減することよっても、表示装置の画像品位を向上さ
せる効果を有する画像品位向上用機能フィルムを提供す
ること。
【解決手段】透明基材１１上に、微小突起が密接して配
置され、隣接する前記微小突起の間隔が、反射防止を図
る波長帯域の最短波長以下である、いわゆるモスアイ構
造の反射防止層を備える画像品位向上用機能フィルム１
において、透明基材１１のリタデーションを６０００ｎ
ｍ以上とする。
【選択図】図５



(2) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂基材上に、微小突起が密接して配置され、隣接する前記微小突起の間隔が、反射防
止を図る波長帯域の最短波長以下である画像品位向上用機能フィルムにおいて、
　前記樹脂基材は、６０００ｎｍ以上のリタデーションを有する透明基材であることを特
徴とする画像品位向上用機能フィルム。
【請求項２】
　前記透明基材の少なくとも一方の面に、一定のピッチで同一方向に配置されている導電
層が形成されている請求項１に記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項３】
　前記透明基材は、面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率（ｎ
ｘ）と、前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率（ｎｙ）との差（ｎｘ
－ｎｙ）が、０．０５以上である請求項１又は２に記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項４】
　前記透明基材は、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹
脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエーテルサルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ
スルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、（メタ）アクロニト
リル系樹脂、及び、シクロオレフィン系樹脂からなる群より選択されるいずれか１種の材
料からなる請求項１から３のいずれかに記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項５】
　前記透明基材は、ポリエチレンテレフタレートである請求項４に記載の画像品位向上用
機能フィルム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の画像品位向上用機能フィルムと、
　タッチパネルユニットと、
　画像表示パネルと、を備えた表示装置。
【請求項７】
　前記画像表示パネルの出光面側に配置される偏光板を備え、
　前記画像表示パネルは、液晶パネルである請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記偏光板の吸収軸と前記画像品位向上用機能フィルムの前記透明基材の前記遅相軸と
のなす角度が、０°±３０°又は９０°±３０°となるように配設されている請求項７に
記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記偏光板の前記タッチパネルユニット側の面に
積層されている請求項７又は８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記タッチパネルユニットの裏面側に積層されて
いる請求項６から９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記タッチパネルユニットの表面側に積層されて
いる請求項６から９のいずれかに記載の表示装置。
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記偏光板の前記タッチパネルユニット側の面に
積層されている請求項７から９のいずれかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像品位向上用機能フィルム及びそれを用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　テレビ、パーソナルコンピュータ、又はスマートフォン等、モニター画面に画像等を表
示する表示機器においては、視認性を低下させる画面上からの反射光を低減させるために
反射防止フィルムが配置されることが一般的である。
【０００３】
　そのような反射防止フィルムとして、透明基材（透明フィルム）の表面に多数の微小突
起を密接して配置することにより、反射防止を図る方法が提案されている（特許文献１～
３参照）。この方法は、いわゆるモスアイ（ｍｏｔｈ　ｅｙｅ（蛾の目））構造の原理を
利用したものであり、入射光に対する屈折率を基板の厚み方向に連続的に変化させ、これ
により屈折率の不連続界面を消失させて反射防止を図るものである。
【０００４】
　この反射防止フィルムを構成するためには光線を透過可能な透明基材が必要である。こ
の透明基材としては、基材の複屈折に起因して画面上に生じる色の異なるムラ（以下、「
ニジムラ」とも言う）を低減させるために、複屈折の少ないトリアセチルセルロース（Ｔ
ＡＣ）に代表されるセルロースエステルからなるフィルムが一般的に用いられていた。し
かし、セルロースエステルは一般的に高価であり、又、吸湿による寸法変化やカールの問
題が残っている。
【０００５】
　一方、表示装置内に配置する画像品位向上用の機能フィルムの基材として、ＴＡＣに替
えて、より低コストで製造可能なポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のポリエステ
ルフィルムをニジムラの低減が可能な透明樹脂基材として利用する試みがなされている（
特許文献４参照）。
【０００６】
　ところが、最近においては、特にタッチパネルを備える表示機器において、単なるニジ
ムラのみではなく、画面に指圧がかかったときに発生するニュートンリングと呼ばれる画
像の乱れも問題視されるようになってきている。このニュートンリングの問題については
、表示装置の構造上不可避の場合も多く、透明樹脂基材としてセルロースエステルフィル
ム、或いは特許文献４において開示されているポリエステルフィルムを用いた場合であっ
ても、これを防ぐことはできない。
【０００７】
　一方、コストダウンの要請と薄型化や小型化の流れが同時に進む昨今の表示装置をとり
まく状況の中で、これ以上新たな機能強化層を配置することは好ましくはない場合が多く
、効果的な改善手段が見出せずにいるのが現状であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５０－７００４０号公報
【特許文献２】特表２００３－５３１９６２号公報
【特許文献３】特許第４６３２５８９号公報
【特許文献４】特開２０１０－２０４６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、超低反射性の反射防止フィルム
であって、視認性を低下させる反射光を低減させるのみならず、同時に、表示機器におけ
るニジムラやニュートンリングの発生を低減することよっても、表示装置の画像品位を向
上させる効果を有する画像品位向上用機能フィルムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意研究を重ね、モスアイ（ｍｏｔｈ　ｅｙｅ
（蛾の目））構造を有する反射防止フィルムを、所定の高いリタデーション値を有するポ
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リエステルフィルムを用いて製造するとの着想に至り、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　具体的には、本発明では、以下のようなものを提供する。
【００１２】
　（１）　樹脂基材上に、微小突起が密接して配置され、隣接する前記微小突起の間隔が
、反射防止を図る波長帯域の最短波長以下である画像品位向上用機能フィルムにおいて、
　前記樹脂基材は、６０００ｎｍ以上のリタデーションを有する透明基材であることを特
徴とする。
【００１３】
　（１）によれば、モスアイ構造によって反射光低減効果及び、透明基材が高いリタデー
ションを有することによって表示装置一般におけるニジムラの発生を高度に抑制すること
ができる。更に、このモスアイ構造をタッチパネル下に配置することによって、タッチパ
ネル方式の表示装置におけるニュートンリング防止の効果をも奏する。
【００１４】
　（２）　（１）において、前記透明基材の少なくとも一方の面に、一定のピッチで同一
方向に配置されている導電層が形成されている。
【００１５】
　（２）によれば、一定のピッチで同一方向に配置されている導電層を備えることによっ
て、この画像品位向上用機能フィルムをタッチパネルのセンサーフィルムとしての機能を
も果たさせることができる。これをタッチパネル方式の表示装置に配置することによって
、反射光、ニジムラ、ニュートンリングといった、タッチパネル方式の表示装置において
画像等の表示品質を低下させる要因を、新たな部材を追加することなく低減することがで
きる。
【００１６】
　（３）　（１）又は（２）において、前記透明基材は、面内において最も屈折率が大き
い方向である遅相軸方向の屈折率（ｎｘ）と、前記遅相軸方向と直交する方向である進相
軸方向の屈折率（ｎｙ）との差（ｎｘ－ｎｙ）が、０．０５以上である。
【００１７】
　（３）によれば、表示装置のニジムラの発生をより高度に抑制することができる。又、
透明基材の膜厚を不要に大きくせずに好ましい膜厚の範囲内において、上述した所定のリ
タデーション値を得ることができる。
【００１８】
　（４）　（１）から（３）のいずれかにおいて、前記透明基材は、ポリエステル系樹脂
、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエーテル
サルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂、
ポリエーテルケトン系樹脂、（メタ）アクロニトリル系樹脂、及び、シクロオレフィン系
樹脂からなる群より選択されるいずれか１種の材料からなる。
【００１９】
　（４）によれば、透明基材の好ましい光線透過性を保持しつつ、且つ、上述した所定の
リタデーション値を得て、ニジムラの発生を十分に抑制することができる。
【００２０】
　（５）　（１）から（４）のいずれかにおいて、前記透明基材は、ポリエチレンテレフ
タレートである。
【００２１】
　（５）によれば、透明基材の好ましい光線透過性を保持しつつ、且つ、より好ましいリ
タデーション値を得て、ニジムラの発生を更に高度に抑制することができる。又、ポリエ
チレンテレフタレートは、耐熱性においても優れるため、画像品位向上用機能フィルムの
製造及び加工に伴う加熱条件の選択の幅が広がる。
【００２２】
　（６）　表示装置において、（１）から（５）のいずれかに記載の画像品位向上用機能
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フィルムと、タッチパネルユニットと、画像表示パネルと、を備える。
【００２３】
　（６）によれば、反射光、ニジムラ、ニュートンリングといった、画像等の表示品質を
低下させる要因を、低減させた表示装置を提供することができる。
【００２４】
　（７）　（６）において、前記画像表示パネルの出光面側に配置される偏光板を備え、
前記画像表示パネルは、液晶パネルである。
【００２５】
　（７）によれば、反射光、ニジムラ、ニュートンリングといった、画像等の表示品質を
低下させる要因を、低減させた液晶ディスプレイ装置を提供することができる。
【００２６】
　（８）　（７）において、前記偏光板の吸収軸と前記画像品位向上用機能フィルムの前
記透明基材の前記遅相軸とのなす角度が、０°±３０°又は９０°±３０°となるように
配設されている。
【００２７】
　（８）によれば、表示画像にニジムラが生じることを極めて高度に抑制することができ
る表示装置を提供することができる。
【００２８】
　（９）　（７）又は（８）において、前記画像品位向上用機能フィルムが、前記偏光板
の前記タッチパネルユニット側の面に積層されている。
【００２９】
　（９）によれば、ニュートンリングの発生防止効果が顕著となる。
【００３０】
　（１０）　（７）又は（８）において、前記画像品位向上用機能フィルムが、前記タッ
チパネルユニットの裏面側に積層されている。
【００３１】
　（１０）によれば、タッチパネルユニットに直下に画像品位向上用機能フィルムを積層
することにより、タッチパネル画面上における反射防止効果とニュートンリングの防止効
果をバランスよく向上させ、又、同時に、特に導電層を備える画像品位向上用機能フィル
ムを用いることにより、画像品位向上用機能フィルムをタッチパネル用センサーフィルム
としても用いることができ、これにより必要な性能をより簡易な層構成で得ることができ
る。
【００３２】
　（１１）　（６）から（１０）のいずれかにおいて、前記画像品位向上用機能フィルム
が、前記タッチパネルユニットの表面側に積層されている。
【００３３】
　（１１）によれば、タッチパネル画面上における、微小突起層１２による反射防止効果
を最も効果的に発揮させて、タッチパネル装置１０の画像等の視認性を顕著に向上させる
ことができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明は、上述した構成からなるものであるため、超低反射性の画像品位向上用機能フ
ィルムであって、視認性を低下させる反射光を低減させるのみならず、同時に、表示機器
におけるニジムラやニュートンリングの発生を低減することよっても、表示装置の画像品
位を向上させる効果を有する画像品位向上用機能フィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施例である画像品位向上用機能フィルムを模式的に示す斜視図であ
る。
【図２】本発明の他の実施例である電極を備える画像品位向上用機能フィルムを模式的に
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示す断面図である。
【図３】図１の画像品位向上用機能フィルムの製造工程を示す図である。
【図４】図１の画像品位向上用機能フィルムに係るロール版を示す図である。
【図５】本発明の画像品位向上用機能フィルムを備えるタッチパネル装置を模式的に示す
断面図である。
【図６】本発明の画像品位向上用機能フィルムのタッチパネル装置における配置の一例を
模式的に示す断面図である。
【図７】平均配向角と配向角差の測定方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に、本発明を詳細に説明する。尚、本明細書においては、特別な記載がない限り、
モノマー、オリゴマー、プレポリマー等の硬化性樹脂前駆体も「樹脂」と記載する。又、
各図面は説明の便宜上、縦横の縮尺の比率を実物よりも増減してある。
【００３７】
　＜画像品位向上用機能フィルム（第１実施形態）＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る画像品位向上用機能フィルム１を示す図（概念斜
視図）である。画像品位向上用機能フィルム１は、全体形状がフィルム形状により形成さ
れている機能フィルムである。尚、画像品位向上用機能フィルムは、その形状を平坦なフ
ィルム形状とする場合に限らず、平坦なシート形状、平板形状（相対的に厚みの薄い順に
、フィルム、シート、板と呼称する）とすることもでき、又、平坦な形状に代えて、湾曲
形状、立体形状を呈したフィルム形状、シート形状、板形状とすることもでき、用途に応
じて適切な形状を適宜採用することができる。
【００３８】
　図１に示すように、画像品位向上用機能フィルム１は、透明基材１１と、透明基材１１
の表面に密接して配置された多数の微小突起からなる微小突起層１２を備える。
【００３９】
　透明基材１１は、６０００ｎｍ以上、好ましくは１００００ｎｍ以上のリタデーション
を有する。リタデーションが６０００ｎｍ未満であると、表示装置の表示画像にニジムラ
が生じてしまう。一方、上記透明基材のリタデーションの上限は特に限定されないが、３
００００ｎｍ程度であることが好ましく、２００００ｎｍ程度であることよりが好ましい
。３００００ｎｍを超えると、これ以上の表示画像のニジムラ改善効果の向上が見られず
、又、膜厚が相当に厚くなるため好ましくない。
【００４０】
　尚、上記リタデーションとは、透明基材の面内において最も屈折率が大きい方向（遅相
軸方向）の屈折率（ｎｘ）と、遅相軸方向と直交する方向（進相軸方向）の屈折率（ｎｙ
）と、透明基材の厚み（ｄ）とにより、下記の式（数１）によって表わされるものである
。
【００４１】
　　（数１）
　リタデーション（Ｒｅ）＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄ
【００４２】
　　又、上記リタデーションは、例えば、王子計測機器製ＫＯＢＲＡ－ＷＲによって測定
（測定角０°、測定波長５４８．２ｎｍ）することができる。
【００４３】
　本発明では、上記ｎｘ－ｎｙ（以下、Δｎとも表記する）は、０．０５以上であること
が好ましい。上記Δｎが０．０５未満であると、充分なニジムラの抑制効果が得られない
ことがある。又、上述したリタデーション値を得るために必要な膜厚が厚くなるため、好
ましくない。上記Δｎのより好ましい下限は０．０７である。
【００４４】
　透明基材１１を構成する材料としては、上述したリタデーションを充足するものであれ
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ば特に限定されないが、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）
アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエーテルサルホン系樹脂、ポリカーボネート
系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、（メタ
）アクロニトリル系樹脂、及び、シクロオレフィン系樹脂からなる群より選択される１種
が好適に用いられる。
【００４５】
　又、透明基材１１は、上記の中でも、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）からなる
ことが特に好ましい。ポリエチレンテレフタレートは汎用性が高く、入手が容易であるか
らである。又、ＰＥＴは、光線透過性、熱又は機械的特性に優れ、延伸加工によりリタデ
ーションの制御が可能であり、固有複屈折が大きく、膜厚が薄くても比較的容易に大きな
リタデーションが得られるからである。
【００４６】
　更に、ＰＥＴは、加熱による熱収縮率が小さいため、加工処理時の加熱条件の制約が小
さい。よって画像品位向上用機能フィルム１の製造方法の選択の自由度を高めることがで
きる点においても好ましい。例えば、導電層１３の形成時に、熱硬化性樹脂をバインダー
として用いる印刷処理等であっても、広い加熱条件の下で採用することができる。これに
より、導電性能に優れた導電層１３をより低コストで形成するための選択が可能となる。
【００４７】
　透明基材１１を得る方法としては、上述したリタデーションを充足する方法であれば特
に限定されないが、例えば、材料がＰＥＴ等のポリエステルである場合、材料のポリエス
テルを溶融押出しして成形した未延伸ポリエステルを、ガラス転移温度以上の温度におい
てテンター等を用いて横延伸後、熱処理を施す方法が挙げられる。上記横延伸温度として
は、８０～１３０℃が好ましく、より好ましくは９０～１２０℃である。又、横延伸倍率
は２．５～６．０倍が好ましく、より好ましくは３．０～５．５倍である。上記横延伸倍
率が６．０倍を超えると、得られるポリエステルからなる透明基材１１の光線透過性が低
下しやすくなり、延伸倍率が２．５倍未満であると、延伸張力も小さくなるため、得られ
る透明基材１１の複屈折が小さくなり、リタデーションを６０００ｎｍ以上とできないこ
とがある。
【００４８】
　又、本発明においては、二軸延伸試験装置を用いて、上記未延伸ポリエステルの横延伸
を上記条件で行った後、該横延伸に対する流れ方向の延伸（以下、「縦延伸」とも言う）
を行ってもよい。この場合、上記縦延伸は、延伸倍率が２倍以下であることが好ましい。
上記縦延伸の延伸倍率が２倍を超えると、Δｎの値を上述した好ましい範囲にできないこ
とがある。又、上記熱処理時の処理温度はしては、１００～２５０℃が好ましく、より好
ましくは１８０～２４５℃である。
【００４９】
　上述した方法で形成した透明基材１１のリタデーションを６０００ｎｍ以上に制御する
方法としては、延伸倍率や延伸温度、形成する透明基材の膜厚を適宜設定する方法が挙げ
られる。具体的には、例えば、延伸倍率が高いほど、延伸温度が低いほど、又、膜厚が厚
いほど、高いリタデーションを得やすくなり、延伸倍率が低いほど、延伸温度が高いほど
、又、膜厚が薄いほど、低いリタデーションを得やすくなる。
【００５０】
　透明基材１１の厚みとしては、その構成材料等に応じて適宜決定されるが、２０～５０
０μｍの範囲内であることが好ましい。２０μｍ未満であると、透明基材１１のリタデー
ションを６０００ｎｍ以上にできないことがあり、又、力学特性の異方性が顕著となり、
裂け、破れ等を生じやすくなり、工業材料としての実用性が著しく低下することがある。
一方、５００μｍを超えると、透明基材が非常に剛直であり、高分子フィルム特有のしな
やかさが低下し、やはり工業材料としての実用性が低下するので好ましくない。上記透明
基材１１の厚さのより好ましい下限は３０μｍ、より好ましい上限は４００μｍであり、
更により好ましい上限は３００μｍである。
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【００５１】
　透明基材１１は、可視光領域における透過率が８０％以上であることが好ましく、８４
％以上であるものがより好ましい。尚、上記透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１（プラス
チック－透明材料の全光透過率の試験方法）により測定することができる。
【００５２】
　次に、多数の微小突起からなる微小突起層１２について説明する。微小突起層１２は、
賦型用金型を使用して、微小な凹凸形状の賦型に供する賦型用樹脂である紫外線硬化性樹
脂により微小な凹凸形状を透明基材１１の表面に形成する。画像品位向上用機能フィルム
１は、この微小突起層１２の凹凸形状により厚み方向に徐々に屈折率が変化するように形
成され、モスアイ構造の原理により広い波長範囲で入射光の反射を低減する。
【００５３】
　尚、これにより透明基材１１の表面に形成される微小突起層１２の各微小突起は、隣接
する微小突起の間隔ｄが、反射防止を図る波長帯域の最短波長λｍｉｎ以下（ｄ≦λｍｉ
ｎ）となるよう密接して配置される。例えば、画像表示装置パネルに配置して視認性を向
上するために、この最短波長は、個人差、視聴条件を加味した可視光領域の最短波長（３
８０ｎｍ）に設定され、間隔ｄは、ばらつきを考慮して１００～３００ｎｍとされる。又
、この間隔ｄに係る隣接する微小突起は、いわゆる隣り合う微小突起であり、透明基材１
１側の付け根部分である微小突起の裾の部分が接している突起である。微小突起層１２は
微小突起が密接して配置されることにより、微小突起間の谷の部位を順次辿るようにして
線分を作成すると、平面視において、各微小突起を囲む多角形状領域を多数連結してなる
網目状の模様が形成されることになる。間隔ｄに係る隣接する微小突起は、この網目状の
模様を構成する一部の線分を共有する突起である。
【００５４】
　尚、微小突起に関しては、より詳細には以下のように定義される。モスアイ構造による
反射防止では、透明基材表面とこれに隣接する媒質との界面における有効屈折率を、厚み
方向に連続的に変化させて反射防止を図るものであることから、微小突起に関しては一定
の条件を満足することが必要である。この条件のうちの１つである突起の間隔に関して、
例えば特開平５０－７００４０号公報、特許第４６３２５８９号公報等に開示のように、
微小突起が一定周期で規則正しく配置されている場合、隣接する微小突起の間隔ｄは、突
起配列の周期Ｐ（ｄ＝Ｐ）となる。これにより可視光線帯域の最長波長をλｍａｘ、最短
波長をλｍｉｎとした場合に、最低限、最長波長において反射防止効果を奏し得る必要最
小限の条件は、Ｐ≦λｍａｘであり、可視光線帯域の全波長に対して反射防止効果を奏し
得る必要十分の条件は、Ｐ≦λｍｉｎとなる。
【００５５】
　尚、波長λｍａｘ、λｍｉｎは、観察条件、光の強度（輝度）、個人差等にも依存して
多少幅を持ち得るが、標準的には、λｍａｘ＝７８０ｎｍ及びλｍｉｎ＝３８０ｎｍとさ
れる。これらにより可視光線帯域の全波長に対する反射防止効果をより確実に奏し得る好
ましい条件は、ｄ≦３００ｎｍであり、よりに好ましい条件は、ｄ≦２００ｎｍとなる。
尚、反射防止効果の発現及び反射率の等方性（低角度依存性）の確保等の理由から、周期
ｄの下限値は、通常、ｄ≧５０ｎｍ、好ましくは、ｄ≧１００ｎｍとされる。これに対し
て突起の高さＨは、十分な反射防止効果を発現させる観点より、Ｈ≧０．２×λｍａｘ＝
１５６ｎｍ（λｍａｘ＝７８０ｎｍとして）とされる。
【００５６】
　＜画像品位向上用機能フィルム（第２実施形態）＞
　次に本発明の第２実施形態に係る導電層を備える画像品位向上用機能フィルムについて
説明する。図４は、導電層を備える画像品位向上用機能フィルム１Ａを示す図（概念斜視
図）である。画像品位向上用機能フィルム１Ａは、透明基材１１の少なくとも一方の面に
導電層１３（１３ａ、１３ｂ）が形成されていることを特徴とし、その他の構成について
は、第１実施形態に係る画像品位向上用機能フィルム１と同一の構成からなる機能フィル
ムである。以下、画像品位向上用機能フィルム１Ａにつき、第１実施形態の画像品位向上



(9) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

用機能フィルム１と同一の構成部分については説明を割愛し、導電層１３の構成を中心に
説明する。
【００５７】
　画像品位向上用機能フィルム１Ａにおいて、導電層１３は、透明基材１１の少なくとも
一方の表面に形成されている。又、図４に示す通り、透明基材１１の両面に導電層１３ａ
、１３ｂがそれぞれ形成されていてもよい。
【００５８】
　導電層１３の平面視におけるパターン形状は、一定のピッチで同一方向に配置されてい
るストライプ（平行線群乃至縞模様）形状であることが好ましい。このストライプ（平行
線群乃至縞模様）形状の導電層１３を備えることによって、画像品位向上用機能フィルム
１Ａは、タッチパネル方式の表示装置に極めて好適に用いることができる。即ち、このよ
うなこのストライプ形状の導電層１３を備える画像品位向上用機能フィルム１Ａは、タッ
チパネルユニット内に適切に配置することによって、タッチパネルセンサーフィルムとし
ての機能をも発揮しうるからである。具体的には、図４に示すように、透明基材１１の一
方の面の一方向（ｘ方向）に向けて導電層１３ａを形成し、他の面において導電層１３ａ
と直交する方向（ｙ方向）に導電層１３ｂを設けるか、或いは、ストライプ形状の導電層
１３を備える２枚の画像品位向上用機能フィルム１Ａを、導電層１３の方向が平面視にお
いて互いに直交するように重ね合わせたものを、タッチパネルセンサーフィルムとしても
用いることができる。これにより、反射防止に加えて、ニジムラの防止、ニュートンリン
グの防止が可能であり、タッチパネルユニットに新たな部材を追加することなく、表示装
置の視認性を向上させることができる。
【００５９】
　尚、導電層１３のパターン形状は、その他、メッシュ（網目乃至格子）形状、螺旋形状
等も用いることができる。又、モアレを軽減する目的で、ランダム網目状、又は擬似ラン
ダム網目状のパターン等も使用可能である。
【００６０】
　導電層１３のパターン形状について、その線幅と線間ピッチは、例えば、線幅は５～５
０μｍとすることができ、線間ピッチは１００～５００μｍとすることができる。開口率
（所定パターンの全面積中における開口部の合計面積の占める比率）は、通常、５０～９
５％程度である。又、所定パターンとは別に、その周辺部の全周又はその一部にそれと導
通を保ちつつ隣接した全ベタ（開口部なし）等の接地パターンが設けられる場合もある。
尚、線幅は、より高透明のものを得るために、より一層微細化することが求められている
。この観点から、３０μｍ以下、特に２０μｍ以下とすることが好ましい。
【００６１】
　導電層１３の厚さは、導電層１３に備えさせる抵抗値によっても異なるが、導電性能と
導電層１３上への他部材の接着適性との兼ね合いから、その中央部（突起パターンの頂部
）での測定において、通常、２μｍ以上５０μｍ以下であり、好ましくは、５μｍ以上２
０μｍ以下である。
【００６２】
　導電層１３は、透明基材１１上に形成された透明導電材料層をパターニングしたもので
もよく、不透明な金属層をパターン形成し開口部の存在によって見かけ上透明に見えるも
のでもよい。又、パターンと同様の機能を本体回路側によって代替できる場合には必ずし
も上記のパターン形状にかかわらず、単なる不可視性を有する微細矩形枠形状の集合等で
あってもよい。
【００６３】
　透明導電材料としてはＩＴＯ、銀ナノワイヤ、カーボンナノチューブ、導電性高分子等
を用いることができる。
【００６４】
　不透明な金属層としては導電性を持った金属であれば使用可能であり、銀、銅、金、ア
ルミ、等が好適に用いられる。金属層は単体の金属や合金であってもよく、金属粒子が結
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着材により結着されたものでもよい。又、必要に応じて、金属表面に対し黒化処理や防錆
処理が適用される。
【００６５】
　導電層１３のパターン形成の方法としては、パターン印刷、フォトリソグラフィー（エ
ッチング）、転写、自己組織化等が適用可能である。コストパフォーマンスを高める観点
からは、画像品位向上用機能フィルム１は、特にパターン印刷で形成することが好ましい
。パターン印刷の手法としては、導電性組成物を所定のパターンに印刷する手法、無電解
めっきの触媒機能を有する材料を所定のパターンに印刷し導電性金属を無電解めっきする
手法、無電解めっきの触媒と付加体を形成する材料を印刷後、触媒を付加し無電解めっき
処理を行う手法等が挙げられる。
【００６６】
　パターン印刷の方法としては必要とされるパターン精度により任意の手法が適用できる
が、スクリーン印刷や、凹版オフセット印刷、或いはＵＶ硬化プライマーにより凹版から
転写させる方法等が好適に用いられる。
【００６７】
　パターン印刷により、金属粒子とバインダー樹脂を含む導電性組成物によって導電層１
３をパターン形成する場合、金属粒子としては、上記に例示した通り、導電性を持った金
属であれば使用可能であり、導電層１３は単体の金属や合金であってもよく、金属粒子が
結着材により結着されたものでもよい。バインダー樹脂としては、熱硬化性樹脂、電離放
射線硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいずれも使用可能である。尚、後述の電気抵抗低減化処
理を施す場合は、酸又は温水にて溶解することのない非水溶性樹脂を用いる。
【００６８】
　パターン印刷に用いることができるバインダー樹脂を例示すると、熱硬化性樹脂として
は、例えば、メラミン樹脂、ポリエステル－メラミン樹脂、エポキシ－メラミン樹脂、フ
ェノール樹脂、ポリイミド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化性ポリウレタン樹脂、熱
硬化性ポリエステル樹脂等の樹脂を挙げることができ、電離放射線硬化性樹脂としては、
プライマーの材料として後述する物を挙げることができ、これらを１種単独で、或いは２
種以上混合して用いる。熱可塑性樹脂としては、熱可塑性ポリエステル樹脂、ポリビニル
ブチラール樹脂、熱可塑性アクリル樹脂、熱可塑性ポリウレタン樹脂、塩化ビニル－酢酸
ビニル共重合体等の樹脂を挙げることができ、これらを１種単独で、或いは２種以上混合
して用いる。尚、熱硬化性樹脂を使用する場合、必要に応じて硬化触媒を添加してもよい
。紫外線（乃至可視光線）硬化型の電離放射線硬化性樹脂を用いる場合は必要に応じて光
重合開始剤を添加してもよい。又、版の凹部への充填に適した流動性を得るために、これ
ら樹脂は通常、溶剤に溶けたワニスとして使用する。導電性ペーストとして用いる溶剤の
種類には特に制限はなく、一般的に印刷インキに用いられる溶剤の中から適宜選択して使
用できるが、プライマー層を設ける場合には該プライマー層の安定硬化を阻害したり、硬
化後のプライマー層を膨潤、白化、溶解させたりしないものが好ましい。溶剤の含有量は
通常、１０～７０質量％程度であるが、必要な流動性が得られる範囲でなるべく少ない方
が好ましい。又、電離放射線硬化性樹脂を用いる場合には、もともと流動性があるため、
必ずしも溶剤を必要としない。
【００６９】
　画像品位向上用機能フィルム１においては、透明基材１１と導電層１３との密着性を高
めるために、透明基材１１と導電層１３との間にプライマー層（図示せず）を設けること
が好ましい。プライマー層は、透明基材１１及び導電層１３の双方に密着性がよく、又、
開口部（導電性パターン層非形成部）の光透過性確保のために透明な層である。更に、導
電層１３の形成を後述の如き特定の凹版印刷法で行う場合には、プライマー層は、流動性
を保持できる状態で透明基材１１上に設けられ、凹版印刷時の凹版に接触している間に液
状から固化させる層として形成される層となり、最終的な導電層１３が形成されたときに
固化している層である。
【００７０】



(11) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　尚、画像品位向上用機能フィルム１においては、必要に応じ適宜その他の層の形成、又
は処理を施してもよい。例えば、錆びに対する耐久性が不十分な場合は、防錆層を設ける
とよい。該防錆層は、従来公知の材料及び手法により設けることができる。
【００７１】
　＜画像品位向上用機能フィルムの製造方法＞
　以下、本発明の第１実施形態に係る画像品位向上用機能フィルム１、及び第２実施形態
に係る画像品位向上用機能フィルム１Ａの製造方法の好ましい一実施態様について説明す
る。
【００７２】
　まず初めに本発明の第１実施形態に係る画像品位向上用機能フィルム１の製造方法につ
いて説明する。画像品位向上用機能フィルム１の製造においては、基材樹脂をフィルム状
に形成して透明基材１１を得る透明基材形成工程と、透明基材１１上に、微小突起層１２
を形成する微小突起層形成工程を行う。尚、微小突起形成工程に先がけて、賦型用金型で
あるロール版１０２の製造も必要であるが、それを行うための工程についても併せて説明
する。
【００７３】
　［透明基材形成工程］
　この工程では、まずポリエチレンテレフタレート等の材料樹脂を溶融し、公知の押し出
し法により未延伸のフィルムを形成する。そして、この未延伸フィルムを二軸延伸試験装
置にて、順次Ｘ，Ｙ方向にそれぞれ異なる倍率で延伸を行う。各延伸倍率については、上
記において説明した範囲で適宜調整すればよい。以上の作業により、６０００ｎｍ以上の
リタデーションを有する透明基材１１を得ることができる。
【００７４】
　［微小突起層形成工程］
　図２は、この画像品位向上用機能フィルム１に微小突起層１２を形成する工程を示す図
である。この製造工程１００は、樹脂供給工程において、ダイ１０１により帯状フィルム
形態の基材１１０に紫外線硬化性樹脂１２０を塗布する。尚、紫外線硬化性樹脂１２０の
塗布については、ダイ１０１による場合に限らず、各種の手法を適用することができる。
続いてこの製造工程１００は、押圧ローラ１０３により、画像品位向上用機能フィルムの
賦型用金型であるロール版１０２の周側面に基材１１０を加圧押圧し、これにより基材１
１０にアクリレート系の紫外線硬化性樹脂１２０を密着させるとともに、ロール版１０２
の周側面に形成された微小な凹凸形状の凹部に紫外線硬化性樹脂１２０を充分に充填する
。この製造工程は、この状態で、紫外線の照射により紫外線硬化性樹脂１２０を硬化させ
、これにより基材１１０の表面に微小突起を形成する。この製造工程は、続いて剥離ロー
ラ１０４を介してロール版１０２から、硬化した紫外線硬化性樹脂１２０と一体に基材１
１０を剥離する。製造工程１００は、必要に応じてこの基材１１０に粘着層等を形成した
後、所望の大きさに切断して画像品位向上用機能フィルム１を作成する。これにより画像
品位向上用機能フィルム１は、ロール材による長尺の基材１１０に、賦型用金型であるロ
ール版１０２の周側面に形成された微小形状を順次賦型して、効率よく大量生産される。
【００７５】
　図３は、ロール版１０２の構成を示す斜視図である。ロール版１０２は、円筒形状の金
属材料である母材の周側面に、陽極酸化処理、エッチング処理の繰り返しにより、微小な
凹凸形状が形成され、この微小な凹凸形状が上述したように基材１１０に賦型される。こ
のため母材は、少なくとも周側面に純度の高いアルミニウム層が設けられた円柱形状又は
円筒形状の部材が適用される。より具体的に、この実施形態では、母材にステンレスパイ
プが適用され、直接に又は各種の中間層を介して、純度の高いアルミニウム層が設けられ
る。尚、ステンレスパイプに代えて、銅やアルミニウム等のパイプ材等を適用してもよい
。ロール版１０２は、陽極酸化処理とエッチング処理との繰り返しにより、母材の周側面
に微小穴が密に形成され、この微小穴を掘り進めるとともに、開口部に近付くに従ってよ
り大きな径となるようにこの微小穴の穴径を徐々に拡大して凹凸形状が形成される。これ
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によりロール版１０２は、深さ方向に徐々に穴径が小さくなる微小穴が密に形成され、画
像品位向上用機能フィルム１には、この微小穴に対応する微小突起により微小な凹凸形状
が形成され微小突起層１２が形成される。
【００７６】
　〔陽極酸化処理、エッチング処理〕
　尚、ロール版１０２は以下の工程により、製造することができる。ロール版１０２の製
造においては、まず、電解溶出作用と、砥粒による擦過作用の複合による電解複合研磨法
によって母材の周側面を超鏡面化する（電解研磨）。続いて、母材の周側面にアルミニウ
ムをスパッタリングし、純度の高いアルミニウム層を形成する。続いて、陽極酸化工程と
エッチング工程を交互に複数回繰り返して母材を処理し、ロール版１０２を作成する。
【００７７】
　上記の陽極酸化工程では、陽極酸化法により母材の周側面に微小な穴を形成し、更にこ
の形成した微小な穴を掘り進める。ここで陽極酸化工程では、例えば負極に炭素棒、ステ
ンレス板材等を使用する場合のように、アルミニウムの陽極酸化に適用される各種の手法
を広く適用することができる。又、溶解液についても、中性、酸性の各種溶解液を使用す
ることができ、より具体的には、例えば硫酸水溶液、シュウ酸水溶液、リン酸水溶液等を
使用することができる。この陽極酸化工程は、液温、印加する電圧、陽極酸化に供する時
間等の管理により、微小な穴をそれぞれ目的とする深さ及び微小突起形状に対応する形状
に形成する。
【００７８】
　続くエッチング工程は、金型をエッチング液に浸漬し、陽極酸化工程により形成、掘り
進めた微小な穴の穴径をエッチングにより拡大し、深さ方向に向かって滑らか、且つ、徐
々に穴径が小さくなるように、これら微小な穴を整形する。尚、エッチング液については
、この種の処理に適用される各種エッチング液を広く適用することができ、より具体的に
は、例えば硫酸水溶液、シュウ酸水溶液、リン酸水溶液等を使用することができる。これ
らによりこの製造工程では、陽極酸化処理とエッチング処理とを交互にそれぞれ複数回実
行することにより、賦型に供する微小穴を母材の周側面に形成する。
【００７９】
　以上により、本発明の第１実施形態に係る画像品位向上用機能フィルム１を製造するこ
とができる。そして、この画像品位向上用機能フィルム１に、以下に説明する導電層形成
工程によって、更に導電層１３を形成することにより、本発明の第２実施形態に係る画像
品位向上用機能フィルム１Ａを製造することができる。
【００８０】
　［導電層形成工程］
　この工程では、透明基材１１の一方の面に金属粒子及びバインダー樹脂を含む導電性組
成物（導電性ペースト）を用いて導電層１３を形成する。
【００８１】
　導電層１３の有する所定パターンは、例えば、シルクスクリ－ン印刷、フレキソ印刷、
オフセット印刷等の公知の各種印刷法によって形成することができる。
【００８２】
　又、透明基材１１と導電層１３との密着性を高めるために、透明基材１１と導電層１３
との間にプライマー層を設ける場合には、上記導電部材の製造方法としては、例えば、公
開されている特許文献（ＷＯ２００８／１４９９６９号パンフレット）に記載される特定
のプライマーを用いた凹版印刷が推奨される。以下、この凹版印刷法の概略を述べる。
【００８３】
　凹版印刷法は、所定のパターンで形成された版面に、導電性組成物を塗布した後、その
凹部内以外に付着した導電性組成物を掻き取って該凹部内に導電性組成物を充填し、これ
に液状プライマー層を片面に形成済みの透明基材１１を、プライマー層が凹版に接する向
きで圧着して、凹部内の導電性組成物とプライマー層とを空隙無く密着させ、その状態で
プライマー層を液状から固体状に固化させた後、透明基材１１を凹版から離して離版させ



(13) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

ることで、透明基材上の固化したプライマー層上に導電性組成物を転移させて、印刷する
ものである。
【００８４】
　かかる凹版印刷により透明基材１１上に導電層１３を形成した導電部材を得ることがで
きる。この導電部材を、更に、（ｉ）温水処理として、水分存在下で、且つ、比較的高温
下にて処理する、及び／又は（ｉｉ）酸処理として、酸に接触させることによって、導電
層１３の体積抵抗率、更には表面抵抗率が低下し、導電性能が向上する。
　（ｉ）の温水処理は、水温３０～１００℃の温水の中に導電部材を浸漬したり、温水を
導電部材上に掛け流したり、或いは気温３０～１００℃で相対湿度６０％以上の雰囲気中
に暴露する方法が好ましく、処理時間は、概ね５分～２０秒程度である。
　（ｉｉ）の酸処理において、酸としては、特に限定されず、種々の無機酸、有機酸から
選択できるが、好ましくは塩酸、硫酸、クエン酸及びその水溶液であり、酸による処理時
間は数分以下で十分であり、処理温度は、常温で十分である。酸で処理する方法は特に限
定されないが、酸の溶液の中へ浸漬させる方法が、導電性向上効果に優れるため好ましく
、酸の濃度は、好ましくは１ｍｏｌ／Ｌ以下、より好ましくは０．１ｍｏｌ／Ｌ以上であ
る。
　これら電気抵抗低減化処理のうち、電気抵抗低減化効果、作業性の点から、（ｉｉ）の
酸処理の後、引き続いて（ｉ）の温水処理を行うことが好ましい。
　かかる電気抵抗低減化処理によって、導電性パターン層全体の表面抵抗率は処理前の８
０～３０％程度に減少する（見かけの体積抵抗率も同様に処理前の８０～３０％程度とな
る）。
【００８５】
　尚、導電層１３の形成は、金属箔をエッチング処理によってパターン化する方法によっ
ても形成することができる。この場合は、金属箔としては銅箔を好ましく用いることがで
きる。具体的な製造方法としては、透明基材１１にプライマー層を介して銅箔をドライラ
ミネートして連続帯状の銅箔積層シートとした後、当該銅箔積層シートの銅箔に対して、
フォトリソグラフィー法を利用したケミカルエッチング処理を行うことにより、導電層１
３を形成することができる。
【００８６】
　＜タッチパネル方式の表示装置＞
　次に、図５及び図６を参照しながら、画像品位向上用機能フィルム１を配置したタッチ
パネル装置１０について説明する。本発明のタッチパネル装置は、画像品位向上用機能フ
ィルム１と、タッチパネルユニットと、画像表示パネルとを必須の構成要件とするもので
あり、その他の構成部材は必ずしも必須ではないが、以下、好ましい一実施形態として、
画像品位向上用機能フィルム１と、画像表示パネルとして液晶パネルユニット４、及びそ
の他の構成部材を備えるタッチパネル装置１０について説明する。
【００８７】
　図５に示すように、タッチパネル装置１０は、使用者が画像等を認識する側の面である
上面側から順に、タッチパネルユニット２、画像品位向上用機能フィルム１Ａ、画像品位
向上用機能フィルム１、偏光板３、液晶パネルユニット４、がこの順で積層され、更に液
晶パネルユニット４の下方には、バックライト５が配置されている。但し、画像品位向上
用機能フィルム１の積層位置についてはこれに限らず、例えば、この他の配置態様として
、図６に示すようにタッチパネルユニット２の上面側に配置してもよい。
【００８８】
　又、タッチパネル装置１０は、画像品位向上用機能フィルム１の画像品位向上性能、及
びタッチパネル装置１０の表示機能を害さない範囲で、その他の機能を備える任意の層が
単層及び／又は複層で形成された構成であってもよい。上記任意の層としては特に限定さ
れず、例えば、ハードコート層、帯電防止層、低屈折層、高屈折率層、防眩層、防汚層、
反射防止層、高誘電体層、電磁波遮蔽層、接着剤層等が挙げられる。
【００８９】



(14) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　画像品位向上用機能フィルム１は、タッチパネル装置１０において、タッチパネルユニ
ット２の表面から偏光板３の上面（タッチパネルユニット側の面）の間の任意の面に単層
又は２層で配置される。
【００９０】
　画像品位向上用機能フィルムをタッチパネルユニット２の裏面に積層する場合には、こ
こに導電層１３を備える画像品位向上用機能フィルム１Ａを配置することにより、当該画
像品位向上用機能フィルム１Ａを、画像品位向上の効果を保持させたまま、タッチパネル
用フィルムセンサーフィルムとして用いることができる。又、図５に示す通り、偏光板３
の上面とタッチパネルユニット２の裏面の両面に、それぞれ画像品位向上用機能フィルム
１と画像品位向上用機能フィルム１Ａが積層されていてもよい。
【００９１】
　画像品位向上用機能フィルム１がタッチパネルユニット２よりも下方に配置されている
場合には、タッチパネル表面側からの圧力によって形成される各層間の界面形状の歪みに
よる入射光の急激な屈折を、微小突起層１２が緩和しつつ界面付近での反射を防ぐため、
これによって、タッチパネル表面側からの圧力に起因するニュートンリングの発生を抑止
することができる。
【００９２】
　又、画像品位向上用機能フィルム１が、偏光板３の上面（タッチパネルユニット側の面
）に積層されている場合には、ニュートンリングの発生防止効果が顕著である点において
、好ましい。尚、「画像品位向上用機能フィルム１が、偏光板３の上面に積層されている
」とは、例えば、図５において、タッチパネルユニット２と偏光板３との間に図示されて
いない他の層等が配置されている場合においても、画像品位向上用機能フィルム１が、当
該他の層を介さずに、偏光板３の直上に積層されている構成を言うものである。
【００９３】
　又、画像品位向上用機能フィルム１が、タッチパネルユニットの裏面側に積層されてい
る場合は、タッチパネルユニット２における有効な反射防止効果を奏しやすく、又、特に
導電層１３を備える画像品位向上用機能フィルム１Ａを用いることにより、タッチパネル
用センサーフィルムとしても用いることができる。
【００９４】
　又、画像品位向上用機能フィルム１及び１Ａが、図５に示す通り、偏光板３の上面とタ
ッチパネルユニット２の裏面の両面に、それぞれ積層されている場合は、反射防止効果及
びニュートンリングの発生防止効果の発現がとりわけ顕著となる。
【００９５】
　又、画像品位向上用機能フィルム１が図６に示す通り、タッチパネルユニット２の上面
に積層されている場合には、微小突起層１２による反射防止効果を最も効果的に発揮させ
て、タッチパネル装置１０の画像等の視認性を顕著に向上させることができる。
【００９６】
　画像品位向上用機能フィルム１は、タッチパネル装置１０において、それぞれの透明基
材１１の、遅相軸と以下に詳細を説明する偏光板３の吸収軸とのなす角度が、０°±３０
°又は９０°±３０°となるように配設される。透明基材１１の遅相軸と偏光板３の吸収
軸とのなす角度が上記範囲内にあることで、タッチパネル装置１０の表示画像にニジムラ
が生じることを極めて高度に抑制することができる。この理由は明確ではないが、以下の
理由によると考えられる。
【００９７】
　即ち、外光や蛍光灯の光のない環境下（以下、このような環境下を「暗所」とも言う）
では、透明基材のリタデーションを６０００ｎｍ以上とすることによって、タッチパネル
装置１０において、画像品位向上用機能フィルム１の透明基材１１の遅相軸と偏光板３の
吸収軸とのなす角度が、どのような角度であってもニジムラの発生を抑制できる。しかし
ながら、外光や蛍光灯の光のある環境下（以下、このような環境下を「明所」とも言う）
においては、外光や蛍光灯の光は、連続的な幅広いスペクトルを有するものばかりではな
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いため、更に、透明基材１１の遅相軸と偏光板３の吸収軸とのなす角度を上述の範囲にし
ないと、ニジムラが生じてしまい表示品位が低下してしまう。更に、カラーフィルター４
３を透過したバックライト５の光も連続的な幅広いスペクトルを有するものばかりではく
なるため、透明基材１１の遅相軸と偏光板３の吸収軸とのなす角度を上述の範囲にしない
と、ニジムラが生じてしまい表示品位が低下してしまうと推測している。尚、タッチパネ
ル装置１０において画像品位向上用機能フィルム１を複数枚積層して用いる場合や、更に
保護膜として透明基材を最表面に積層する場合には、全ての層について上記角度範囲に入
ることが好ましい。
【００９８】
　ここで、クロスニコル状態に置かれた２枚の偏光板を透過する光の透過率は、下記の式
（数２）によって表される。尚、下記数１において、Ｉ／Ｉ０は、クロスニコル状態に置
かれた２枚の偏光板を透過する光の透過率を示し、Ｉは、クロスニコル状態に置かれた２
枚の偏光板を透過した光の強度を、Ｉ０は、クロスニコル状態に置かれた２枚の偏光板に
入射する光の強度を、それぞれ示す。
【００９９】
　　（数２）
　Ｉ／Ｉ０＝ｓｉｎ２２θ・ｓｉｎ２（πＲｅ／λ）
【０１００】
　又、クロスニコルに配置した偏光板間に対し、ある角度θで設置されたとき、該偏光板
間を透過する光の透過率は下記の式（数３）で表される。数２において、Ｉはクロスニコ
ルに配置した偏光板間を透過した光の強度を示し、Ｉ０はクロスニコルに配置した偏光板
間に入射する光の強度を示す。この場合、偏光板３の吸収軸に対して、透明基材１１の遅
相軸の方向のなす角度（θ）を４５°としたときに、光の透過率は最大となるが、透過率
は、透明基材１１のリタデーション及び透過する光の波長によって変化するため、上記リ
タデーションの値に特有の干渉色（ニジムラ等）が観測される。ここで、上記角度（θ）
を０°又は９０°とした場合、上記光の透過率はゼロとなるため、干渉色は観測されなく
なる。
【０１０１】
　　（数３）
　Ｉ／Ｉ０＝ｓｉｎ２２θ・ｓｉｎ２（πＲｅ／λ）
【０１０２】
　尚、上記の配向角差は、例えば、王子計測機器社製の分子配向計（ＭＯＡ；Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒ）を用いて測定した配向角の最大
値から最小値を引いた値として求められる。又、上記の遅相軸方向は、上記分子配向計（
ＭＯＡ；Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒ）を用いて求
めた上記偏光板保護フィルムの遅相軸方向の平均配向角の方向である。
【０１０３】
　タッチパネルユニット２は、公知のタッチパネルユニットを用いることができる。一般
にタッチパネルユニットは、ＰＥＴ等のフィルム上にｘ方向の導電パターン、又はｙ方向
の導電パターンが形成されたセンサーフィルムを順次ガラス板上に積層した構成を有する
。本発明においてもこれを用いることができる。但し、本実施例のタッチパネルユニット
２は、導電層１３を備える画像品位向上用機能フィルム１Ａを、タッチパネルユニット２
の下面に配置することにより、センサーフィルムとして用いたものである。尚、タッチパ
ネルユニット２は、その他の任意の層が単層及び／又は複層形成された構成であってもよ
い。上記任意の層としては特に限定されず、例えば、ハードコート層、帯電防止層、低屈
折層、高屈折率層、防眩層、防汚層、反射防止層、高誘電体層、接着剤層等が挙げられる
。
【０１０４】
　偏光板３としては、所望の偏光特性を備えるものであれば特に限定されず、一般的に液
晶表示装置の偏光板に用いられるものを用いることができる。具体的には、例えば、ポリ



(16) JP 2014-13264 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

ビニルアルコールフィルムが延伸されてなり、ヨウ素を含有する偏光板が好適に用いられ
る。
【０１０５】
　液晶パネルユニット４としては、特に限定されず、一般的に液晶表示装置の液晶パネル
ユニットとして公知のものを用いることができる。例えば、図１に示すように、液晶層４
１の上下をガラス板４２で挟み更にその上面にカラーフィルター４３を配置した一般的な
構造を有する液晶パネルユニット４、具体的には、ＴＮ、ＳＴＮ、ＶＡ、ＩＰＳ及びＯＣ
Ｂ等の表示方式のものを用いることができる。
【０１０６】
　カラーフィルター４３としては、特に限定されず、例えば、一般的に液晶表示装置のカ
ラーフィルターとして公知のものを用いることができる。このようなカラーフィルターは
、通常、赤色、緑色及び青色の各色の透明着色パターンから構成され、それら各透明着色
パターンは、着色剤が溶解又は分散、好ましくは顔料微粒子が分散された樹脂組成物から
構成される。尚、上記カラーフィルターの形成は、所定の色に着色したインキ組成物を調
整して、着色パターン毎に印刷することによって行ってもよいが、所定の色の着色剤を含
有した塗料タイプの感光性樹脂組成物を用いて、フォトリソグラフィ法によって行うのが
より好ましい。
【０１０７】
　又、液晶パネルユニット４は、更に、液晶パネルユニット４の上面と下面を、２つの偏
光板で挟持した構造であってもよい。この場合、液晶パネルユニット４のカラーフィルタ
ー４３と反対側面に偏光板３と同構成の偏光板３ａが設けられることとなるが、これら２
つの偏光板３、３ａは、通常、互いの吸収軸が９０°（クロスニコル）となるよう配設さ
れる。
【０１０８】
　バックライト５の一次光源は、特に限定されないが、白色発光ダイオード（白色ＬＥＤ
）であることが好ましい。上記白色ＬＥＤとは、蛍光体方式、即ち化合物半導体を使用し
た青色光又は紫外光を発する発光ダイオードと蛍光体を組み合わせることにより白色を発
する素子のことである。なかでも、化合物半導体を使用した青色発光ダイオードとイット
リウム・アルミニウム・ガーネット系黄色蛍光体とを組み合わせた発光素子からなる白色
発光ダイオードは、連続的で幅広い発光スペクトルを有していることからニジムラの改善
に有効であるとともに、発光効率にも優れるため、本発明における上記バックライトの一
次光源として好適である。又、消費電力の小さい白色ＬＥＤを広汎に利用可能になるので
、省エネルギー化の効果も奏することが可能となる。
【０１０９】
　タッチパネル装置１０の表示画像は、バックライト５の一次光源から照射された光がカ
ラーフィルター４３を透過することでカラー表示される。ところが、カラーフィルター４
３を透過する光が単色表示となるように制御した場合、画像品位向上用機能フィルム１の
透明基材１１として、従来使用されている配向ポリエステルフィルムを用いると、ニジム
ラがより強く生じる場合がある。これに対して、タッチパネル装置１０は、上述した透明
基材１１を備えるため、このような単色表示とした場合であっても、ニジムラの発生を好
適に抑制することができる。
【０１１０】
　以上の本発明の好ましい一実施例として、画像品位向上用機能フィルム１を液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）を備えるタッチパネル方式の表示装置に配置したタッチパネル装置１０
について説明したが、画像品位向上用機能フィルム１は、上記用途に限られず、その他の
各種用途にも使用可能である。各種の、テレビジョン受像装置、測定機器や計器類の表示
部、事務用機器や電算機の表示部、電話機の表示部、遊戯機器の表示部、電飾看板（照明
広告）等に用いられるプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、ブラウン管ディスプレイ（ＣＲ
Ｔ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、電場発光ディスプレイ（ＥＬ）等の画像表示装置の
前面設置型電磁波遮蔽フィルタ用として好ましく用いることができる。
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【０１１１】
　以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例に限定
されるものではない。尚、本明細書においては、特別に断りの無い限り、「部」及び「％
」は質量基準である。
【０１１２】
　（実施例１）
　＜画像品位向上用機能フィルム作成＞
　［導電層形成工程］
　先ず、導電層とする金属箔として、厚み１０μｍの連続帯状の電解銅箔を用意した。こ
の銅箔の両面に銅―コバルト合金微粒子からなる黒化層を形成した。
　又、上記工程で得た多層透明基材の一方の面にポリエステル樹脂系プライマー層を形成
した。
　次いで、上記多層透明基材の一方の面と、上記金属箔の光沢面とを、透明な２液硬化型
ウレタン樹脂系接着剤（主剤として平均分子量３万のポリエステルポリウレタンポリオー
ル１２質量部に対して、硬化剤としてキシリレンジイソシアネート系プレポリマー１質量
部を含む）でドライラミネートした後、５０℃で３日間養生して、金属箔と多層透明基材
間に厚み７μｍの透明接着剤層を有する連続帯状の銅箔積層シートを得た。
　次いで、上記銅箔積層シートの銅箔に対して、フォトリソグラフィー法を利用したケミ
カルエッチング処理を行い、開口部及びライン部とからなるタッチパネル用センサーパタ
ーンを形成した。
　上記エッチングは、具体的には、カラーＴＶシャドウマスク用の製造ラインを利用して
、連続帯状の上記積層シートに対して、マスキングからエッチングまでを一貫して行った
。即ち、上記積層シートの銅箔面全面に感光性のエッチングレジストを塗布後、所望の配
線パターンを密着露光し、現像、硬膜処理、ベーキングして、パターンの開口部に相当す
る領域上にレジスト層が非形成となったレジストパターンを形成した後、レジスト層非形
成部の銅箔を、塩化第二鉄を含む酸性水溶液のエッチング液でエッチングして除去して、
開口部を有した銅パターンを形成し、次いで、水洗、レジスト剥離、洗浄、乾燥を順次行
った。
　アクティブエリア（画像表示領域）のパターン形状は、格子状のパターンが帯状に配列
した形状であり、線幅は１０ミクロン、開口ピッチは３００ミクロンであった。又、その
周囲に取り回し電極パターンを形成した。
　更に、上記多層透明基材の他方の面にも、この導電層形成工程において行った電解銅箔
を用意する処理を同様に行うことによって、開口部及びライン部とからなるタッチパネル
用センサーパターンを形成した。但し、すでに形成された面については表面に上記ドライ
ラミネート手法を適切に用いたマスキングを行い前記エッチング工程における腐食を防止
している。又、パターン形成の際には多層透明基材の両面にそれぞれ形成された各ライン
部のラインの方向が、平面視上において互いに直交する向きとなるようにアライメントの
調整を実施し、それぞれのライン部を形成した。
【０１１３】
　［微小突起層形成工程］
　上記導電層形成工程で得た透明基材用樹脂に以下の加工処理を行い、導電層が形成され
ていない面に微小突起層を形成した。
　上記のロール・トゥ・ロール方式で張力をかけ連続的に搬送される透明基材に、ダイに
より一般に用いられるアクリレート系の紫外線硬化性樹脂を塗布した。続いて賦型用金型
であるロール版の周側面に透明基材用樹脂の紫外線硬化性樹脂を塗布した側の面を加圧押
圧し、これにより透明基材用樹脂に紫外線硬化性樹脂を密着させるとともに、微小な凹凸
形状の凹部に紫外線硬化性樹脂充填した。続いて、紫外線の照射（１０００ｍＪ／ｃｍ２
）により紫外線硬化性樹脂を硬化させ、透明基材用樹脂の表面に微小突起を形成する。続
いて剥離ローラを介してロール版から、硬化した紫外線硬化性樹脂と一体に透明基材用樹
脂を剥離した。
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　剥離後、透明基材用樹脂を４８０ｍｍ×２８０ｍｍのサイズに裁断して、実施例及び比
較例の画像品位向上用機能フィルムとした。
　又、ロール版については、上述した方法により、以下の条件で陽極酸化処理及びエッチ
ング処理を行うことにより作成した。
　　陽極酸化処理：のシュウ酸溶液（水温１０℃、濃度５％）を適用し、印加電圧１０～
７０Ｖにより陽極酸化処理を実行した。
　　エッチング処理：リン酸溶液（水温３０℃、濃度２０％）を適用した。
　　以上の処理を計６回繰り返した。
【０１１４】
　＜タッチパネル用センサー作成＞
　導電層及び微細突起層が形成された前記の画像品位向上用機能フィルムを厚さ３ミリの
ガラス板上に、厚さ２５ミクロンの透明接着剤層を介して積層し、更に実施例１の透明基
材を所定のサイズに打ち抜いたものを保護のために積層してタッチパネル用センサーとし
た。
　＜タッチパネル装置作成＞
　次に、液晶モニター（ＦＬＡＴＯＲＯＮ　ＩＰＳ２２６Ｖ（ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃｓ　Ｊａｐａｎ社製））の観測者側の偏光板上側に、得られたタッチパネル用センサー
をガラス板が観察者側に来るよう配置し、タッチパネル装置を作成した。なお、タッチパ
ネル用センサーは、該タッチパネル用センサーの透明基材の遅相軸と液晶モニターの観測
者側の偏光板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１１５】
　（実施例２）
　画像品位向上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸と、液晶モニターの観察者側
の偏光板の吸収軸とのなす角度を３０°とした以外は、実施例１と同様の方法でタッチパ
ネル装置を作製した。
【０１１６】
　（実施例３）
　画像品位向上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸と、液晶モニターの観察者側
の偏光板の吸収軸とのなす角度を６０°とした以外は、実施例１と同様の方法でタッチパ
ネル装置を作製した。
【０１１７】
　（実施例４）
　画像品位向上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸と、液晶モニターの観察者側
の偏光板の吸収軸とのなす角度を９０°とした以外は、実施例１と同様の方法でタッチパ
ネル装置を作製した。
【０１１８】
　（実施例５）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝８２００ｎｍ、膜厚＝９２μｍ、Δｎ＝０．０８９の透明基材を得た。得られた透明基
材を用いた以外は実施例１と同様の方法でタッチパネル装置を作製した。
【０１１９】
　（実施例６）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝１９０００ｎｍ、膜厚＝１９０μｍ、Δｎ＝０．１０の透明基材を得た。得られた透明
基材を用いた以外は、実施例１と同様の方法でタッチパネル装置を作製した。
【０１２０】
　（実施例７）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝７５００ｎｍ、膜厚＝７５μｍ、Δｎ＝０．１０の透明基材を得た。画像品位向上用機
能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側の偏光
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板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１２１】
　（実施例８）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝７５００ｎｍ、膜厚＝９４μｍ、Δｎ＝０．０８の透明基材を得た。画像品位向上用機
能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側の偏光
板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１２２】
　（実施例９）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝６１００ｎｍ、膜厚＝６１μｍ、Δｎ＝０．１０の偏光板透明基材を得た。画像品位向
上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側
の偏光板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１２３】
　（実施例１０）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝６１００ｎｍ、膜厚＝８１μｍ、Δｎ＝０．０７５の透明基材を得た。画像品位向上用
機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側の偏
光板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１２４】
　（実施例１１）
　画像品位向上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と、液晶モニ
ターの観察者側の偏光板の吸収軸とのなす角度を４５°とした以外は、実施例９と同様の
方法でタッチパネル装置を作製した。
【０１２５】
　（実施例１２）
　画像品位向上用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸と、液晶モニターの観察者側
の偏光板の吸収軸とのなす角度を４５°とした以外は、実施例１と同様の方法でタッチパ
ネル装置を作製した。
【０１２６】
　（比較例）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
２７５０ｎｍ、膜厚＝４５μｍ、Δｎ＝０．０６１の透明基材を得た。画像品位向上用機
能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側の偏光
板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。
【０１２７】
　（参考例１）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝６１００ｎｍ、膜厚＝１６０μｍ、Δｎ＝０．０３８の透明基材を得た。画像品位向上
用機能フィルムを構成する透明基材の遅相軸（平均配向角）と液晶モニターの観測者側の
偏光板の吸収軸とのなす角度が０°となるように配置した。この透明基材の配向角差は６
．６度であった。
【０１２８】
　（参考例２）
　実施例１と同様にして得られた未延伸フィルムの延伸倍率を調整して、リタデーション
＝７５００ｎｍ、膜厚＝１８８μｍ、Δｎ＝０．０４０の透明基材を得た。得られた透明
基材を用いた以外は、実施例１と同様の方法でタッチパネル装置を作製した。
【０１２９】
　（平均配向角と配向角差の測定）
実施例７～１１、参考例１～２に係るタッチパネル装置について、透明基材の遅相軸方向
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の平均配向角及び配向角差を測定した。測定には、王子計測機器社製の分子配向計（ＭＯ
Ａ；Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒ）を用い、図２に
示すように、液晶モニター（２１．５インチ、モニター上下方向２７ｃｍ、左右方向４８
ｃｍ）において、上下方向、左右方向ともに５ｃｍ間隔で合計４０点の配向角の測定を行
い、平均値を平均配向角とし、配向角差は、測定された配向角の最大値から最小値を引い
た値とした。配向角差の測定結果については、表１に記載する通りである。尚、比較例の
透明基材の配向角差については、その延伸率、膜厚等より、当然に実施例７～１１の多層
透明基材の配向角差に近い値であることが推定される。
【０１３０】
　＜ニジムラ評価＞
　実施例１～１２、比較例、参考例１～２にて作製したタッチパネル装置を、暗所及び明
所（液晶モニター周辺照度４００ルクス）にて、５人の人間が、正面及び斜め方向（約５
０度）から目視及び、明所においては更に偏光サングラス越しに、表示画像の観測を行い
、ニジムラの有無を以下の基準に従い評価した。
　Ａ：ニジムラが観測されない。
　Ｂ：ニジムラが観測されるが、薄く、実使用上問題ないレベル。
　Ｃ：ニジムラが観測される。
　Ｄ：ニジムラが強く観測される。
【０１３１】
【表１】

【０１３２】
　表１に示したように、画像品位向上用機能フィルムの透明基材のリタデーションが６０
００ｎｍ以上であり、且つ、画像品位向上用機能フィルムの透明基材の遅相軸と偏光板の
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吸収軸とが０°±３０°又は９０°±３０°の範囲にある実施例に係るタッチパネル装置
は、明所及び暗所における目視のニジムラの評価に優れるものであった。これに対して、
画像品位向上用機能フィルムの透明基材の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角度が４５°
であった実施例１１～１２に係るタッチパネル装置は、明所での偏光サングラス越しでの
ニジムラ評価に劣るものではあったが、暗所でのニジムラ評価は良好であり、実用上好ま
しい範囲に、ニジムラを抑制できるものとなっている。
【０１３３】
　（変形例１）
　画像品位向上用機能フィルムの透明基材の遅相軸と、液晶モニターの観察者側の偏光板
の吸収軸とのなす角度を任意の角度とし、それ以外は、実施例１と同様の方法で作成した
タッチパネル装置については、暗所での使用において実用上好ましい範囲に、ニジムラを
抑制できるものとなっている。
【０１３４】
　以上、実施例より、本発明の画像品位向上用機能フィルム及びそれを用いたタッチパネ
ル装置は、画面にニジムラが生じることを極めて高度に抑制でき、高品質が要求されるタ
ッチパネル装置に適用することができることが理解できる。
【０１３５】
　＜ニュートンリング発生防止効果の評価＞
　比較例２として、画像品位向上用機能フィルムの透明基材のいずれの面にも微細突起層
を形成していないこと以外は、実施例１と同じ材料、構成、製造方法によるタッチパネル
装置を作成し、タッチパネル画面に同程度の指圧をかけたところ、比較例２では、ニュー
トンリングが目視によって確認されたが、実施例１においては、ニュートンリングの発生
は認められなかった。
【０１３６】
　（変形例２）
　上記の透明基材に導電層は設けず、微細突起層のみを設けた画像品位向上用機能フィル
ムを変形例２のフィルムとして作成した。この変形例１のフィルムを、比較例２のタッチ
パネル装置において、タッチパネル用センサーと偏光板の間に配置し変形例２のタッチパ
ネル装置とした。上記と同様にニュートンリングの発生防止効果について検証したところ
、変形例２のタッチパネル装置において、ニュートンリングの確認が目視では困難な程度
にその発生が低減された。
【０１３７】
　以上より、本発明の画像品位向上用機能フィルムは、視認性を低下させる反射光を低減
し、同時に、ニジムラ及びニュートンリングの発生を極めて高度に抑制でき、高品質が要
求されるタッチパネル装置に好適に用いることができるものであることが理解できる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１、１Ａ　　　　画像品位向上用機能フィルム
　１１　　　　　　透明基材
　１１０　　　　　基材
　１２　　　　　　微小突起層
　１２０　　　　　紫外線硬化性樹脂
　１３　　　　　　導電層
　２　　　　　　　タッチパネルユニット
　３　　　　　　　偏光板
　４　　　　　　　液晶パネルユニット
　４１　　　　　　液晶層
　４２　　　　　　ガラス板
　４３　　　　　　カラーフィルター
　５　　　　　　　バックライト
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　１００　　　　　製造工程
　１０１　　　　　ダイ
　１０２　　　　　ロール版
　１０３、１０４　ローラ

【図１】 【図２】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月22日(2012.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂基材上に、微小突起が密接して配置され、隣接する前記微小突起の間隔が、反射防
止を図る波長帯域の最短波長以下である画像品位向上用機能フィルムにおいて、
　前記樹脂基材は、６０００ｎｍ以上のリタデーションを有する透明基材であることを特
徴とする画像品位向上用機能フィルム。
【請求項２】
　前記透明基材の少なくとも一方の面に、一定のピッチで同一方向に配置されている導電
層が形成されている請求項１に記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項３】
　前記透明基材は、面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率（ｎ
ｘ）と、前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率（ｎｙ）との差（ｎｘ
－ｎｙ）が、０．０５以上である請求項１又は２に記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項４】
　前記透明基材は、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹
脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエーテルサルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ
スルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、（メタ）アクロニト
リル系樹脂、及び、シクロオレフィン系樹脂からなる群より選択されるいずれか１種の材
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料からなる請求項１から３のいずれかに記載の画像品位向上用機能フィルム。
【請求項５】
　前記透明基材は、ポリエチレンテレフタレートである請求項４に記載の画像品位向上用
機能フィルム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の画像品位向上用機能フィルムと、
　タッチパネルユニットと、
　画像表示パネルと、を備えた表示装置。
【請求項７】
　前記画像表示パネルの出光面側に配置される偏光板を備え、
　前記画像表示パネルは、液晶パネルである請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記偏光板の吸収軸と前記画像品位向上用機能フィルムの前記透明基材の前記遅相軸と
のなす角度が、０°±３０°又は９０°±３０°となるように配設されている請求項７に
記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記偏光板の前記タッチパネルユニット側の面に
積層されている請求項７又は８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記タッチパネルユニットの裏面側に積層されて
いる請求項６から９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記画像品位向上用機能フィルムが、前記タッチパネルユニットの表面側に積層されて
いる請求項６から９のいずれかに記載の表示装置。
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